
札幌市民交流プラザ（札幌文化芸術劇場及び札幌文化 

芸術交流センター）の指定管理者の選定結果について 

 

１ 選定委員会開催経過 

第１回 令和元年 ７月 30日 募集要項、選定方法等について 

第２回 令和元年 10月 ８日 書類審査、面接審査、選定 

 

２ 選定委員会委員 

委員７名（市職員１人、外部委員６人） 

   委員長 北村 清彦  北海道大学大学院文学研究院芸術学講座教授 

   副委員長 梶井  祥子  札幌大谷大学社会学部地域社会学科教授 

委  員 齊藤 雅彰  日本劇作家協会北海道支部顧問 

   委  員 松尾 大介  公認会計士・税理士    

   委  員 三部安紀子  特定非営利活動法人北海道国際音楽交流協会（ハイメス）専務理事 

  委  員 森永 晴之  社会保険労務士 

   委  員 斎藤 義晶  市民文化局文化部文化振興課長 

 

３ 応募団体 

  １団体（非公募） 

  公益財団法人札幌市芸術文化財団 

  非公募により応募を求めた理由：別紙 1のとおり 

 

４ 選定結果（指定管理者候補者） 

 ⑴ 選定された団体  公益財団法人札幌市芸術文化財団 

 （代表者）理事長 秋元 克広 

 （住所）札幌市南区芸術の森２丁目 75番地 

 ⑵ 選定の理由 

 公益財団法人札幌市芸術文化財団は、組織及び財務状況が健全であるほか、札幌市民交流

プラザ（札幌文化芸術劇場及び札幌文化芸術交流センター）の管理運営業務における各要求

水準を満たしており、現指定管理期間における、効果的な主催事業の実施や施設管理の取り

組み実績が優れていると評価された。 

 また、提案の中で、地元出演者、スタッフなどを中心とした自主制作事業についてレベル

アップを図り、札幌及び北海道発の実演芸術を創造することを計画に盛り込んだ点が高く評

価された。 

 以上の点から、札幌市民交流プラザ（札幌文化芸術劇場及び札幌文化芸術交流センター）

の設置目的を効果的に達成するために、公益財団法人札幌市芸術文化財団は指定管理者の候

補として適切であると判断された。 



 

 ⑶ 評価結果 

選定基準 配点 採点 

①平等利用の確保   ５点   ３．８０点  

②施設の効用発揮 １２０点  ９３．００点  

③安定経営能力 ７５点  ５９．５７点  

④管理経費の縮減 ２０点  ７．４０点  

合計 ２２０点  １６３．７７点  

得点率 － ７４．４％ 

 ⑷ 指定期間 令和 2 年（2020 年）4 月 1 日～令和 7 年（2025 年）3 月 31 日の予定 

 

５ その他 

 令和元年第 4 回定例市議会において、公の施設の指定管理者の指定の件について議 

案を提出する予定。 

 

 

 

札幌市文化部文化振興課 011-211-2261



別紙１  

札幌市民交流プラザ（札幌文化芸術劇場及び札幌文化芸術交流センター）の 

指定管理者を非公募にする理由 

 

◆札幌文化芸術劇場及び札幌文化芸術交流センターの役割 

平成 30 年 10 月に供用開始となった札幌市民交流プラザの札幌文化芸術劇場は、こけ

ら落とし公演のオペラ「アイーダ」や、バレエ「白鳥の湖」をはじめとして、国内外か

らの、質の高いオペラやバレエ等の招へいや、他の劇場や地元芸術団体との共同制作、

又は単独制作を通じ、これまで以上に札幌の舞台芸術を振興し、市民や札幌を訪れる人々

に質の高い舞台芸術の鑑賞機会を提供している。そして、将来においては、札幌発のオ

ペラやバレエ等の舞台芸術を国内外に発信していきたいと考えている。 

また、札幌文化芸術交流センターは、札幌の文化芸術活動全体を支え育て、一層推進

するための拠点として設置されたものであり、アート資産（ひと・こと・もの）それぞ

れの質を高めるとともに、これらの相互の連携をコーディネートしていくアートマネジ

メントの展開をしていく。 

 

上記を踏まえ、以下４点の理由から、本市が一定の関与を行う団体を指定管理者とし

て公益財団法人札幌市芸術文化財団（以下、「芸術文化財団」という。）を指定するため、

指定管理者を非公募により選定する必要がある。 

 

１ 事業展開 

 上述の役割を担う事業展開をしていくためには、通常、企画立案から事業実施まで

の準備期間として、２、３年を必要とするものが多く、数年ごとに指定管理者が公募

されるような場合には、事業の企画・準備を行った団体が次期指定管理者として指定

を受けることができなくなる可能性が生じる。そのような場合には、自ら企画した事

業に責任を持つことができなくなり、事業の成果を確認・評価することもできず、最

悪の場合には、事業の実施そのものが難しくなる可能性がある。特にオペラやバレエ

などの舞台芸術は、準備期間を考慮して長期的な視点に立った事業展開が必要である。 

 また、札幌文化芸術交流センターでは、美術・音楽・舞台芸術等の幅広い分野の事

業展開を行っており、そのためには、それに対応する人材も必要となる。 

 これらの事業展開をしていくためには、札幌芸術の森や札幌コンサートホール、札

幌市教育文化会館などを運営して、美術・音楽・舞台芸術等に精通しノウハウ等を蓄

積し、札幌市民交流プラザについても、開館するより以前から準備業務を行っている

ため施設の設計に精通し、開館後半年間も円滑な経営を行っている芸術文化財団に担

ってもらうことが最も合理的かつ効果的である。 

さらに、札幌市民交流プラザは現指定管理期間満了時において開館後１年半に満た

ないところであり、このような開館間もない時期に前述したような事業のあり方の変

更や、施設の使い勝手の変化があれば、市民の皆様の認識の混乱といった不都合が特

に大きくなるおそれがある。 

 

 



２ 人材育成 

人材育成事業については、長期的な展望を持って段階的に高いレベルの事業を実施

するなど、事業実施期間が比較的長期に及ぶことになる。数値的な評価が困難で、事

業の成果が現れるまでに数年の期間を要する人材育成事業は、長期的な視点に立って

指導者との信頼関係を構築し、ノウハウを蓄積することによって、より質の高い内容

で事業を実施することができるようになり、将来の文化芸術振興の原動力となる人材

を育成する効果が高まると考えられる。 

  

３ 一体的な管理 

札幌独自の文化芸術を育み、文化芸術の担い手を育成し、札幌の文化芸術を発信し

ていくというまちづくりの視点から、札幌文化芸術劇場及び札幌文化芸術交流センタ

ーについては、札幌芸術の森や札幌コンサートホール、札幌市教育文化会館と同一の

団体が管理運営することにより、各施設間で密接に連携を図りながら、芸術文化財団

の組織力や継続性を活かして、札幌の文化芸術を一層魅力的で一体的な事業展開を図

ることができる。 

 

４ 札幌市の関与 

文化芸術事業の成果は、入場者数や入場料収入などの収益性だけによって計られる

ものではなく、収益性は低くても将来の文化芸術の担い手を育成する事業や、市民が

自ら文化芸術を発信できる環境づくりなど、施設の設置目的の達成と、本市が目指す

まちづくりの在り方という観点から考えていくことが必要になる。 

本市では、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、

市民が心豊かに暮らせる文化の薫り高き札幌のまちづくりに寄与することを目的とし

て札幌市文化芸術振興条例（平成１９年条例第１２号。以下「条例」という。）を制定

し、これを受けて、平成２１年３月から５年間の本市の文化芸術施策推進の指針とな

る札幌市文化芸術基本計画（以下「基本計画」という。）を策定している。 

札幌文化芸術劇場及び札幌文化芸術交流センターは、基本計画に沿って本市の文化

芸術施策を進め、条例の理念を具体化するに当たって中核的な役割を担う施設であり、

今後はこれまで以上に、市と指定管理者が密接に連携しながら施設の管理運営を行い、

事業内容の企画立案等を市と一体となって行うなど、指定管理者への継続的かつ積極

的な関与が特に必要となると考えられる。 

 芸術文化財団は、本市の芸術文化の普及振興を図ることを目的として設立された団

体であること、本市の出資団体であることから、市が人的及び財政的に関与し、密接

に連携して事業を実施していくことが可能。 

 


